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② –7　

インフルエンザやノロウイルス感染症などのアウトブレイク対策

医療法人協和会法人本部
小川　順子

はじめに

　国際的にも国内的にも各種の病原体に起因する集団
感染が発生している。地域住民のニーズは、必要な時に
必要な医療が受けられることであり、｢感染対策｣で感染
拡大を防ぎ、医療機能体制を継続することが求められて
いる。アウトブレイクが防止できる感染対策の推進を図る
必要がある。
１．アウトブレイクとは

　一定期間内に特定の場所（病棟・病院）において特定
の微生物や薬剤耐性菌による感染症の患者が基準とな
る症例数を超えて発生することである。病原体によっては
1例でもアウトブレイクを疑う必要がある。
２．医療施設におけるアウトブレイクのリスク

　•医療処置が多い
　•感染リスクが高い患者の集団
　•隔離部屋が少ない、安全上隔離が困難
　•共有：食堂で大人数で食事、イベント
　•職員の3密（更衣室、休憩室、食堂等）
　•管理者が休みの時、代行者が限定
　•検査陰性、軽症状(特に職員の場合)の過信
３．アウトブレイク対策の落とし穴

　•情報の収集と共有
　（例）管理者が不在の場合対応できない。
　　　ルールと実際の違い」
　　　普段の症状や生活状況が分からない
　リスクは見つけることからはじまるが、平常時に対応が
　共有できていないと見落としがちになる。
　•「リスク対応力」リスクマネジメントの必要性
　　発生してから次々やらなければならない対応に追わ
　れ、感染対策に時間も労力も費やす余裕がなく、後回
　しになる。起こりうる対応を表など一覧にして誰もが対
　応できるようにしておく。

４．インフルエンザの基礎知識と感染対策

５．ノロウイルス感染症基礎知識と感染対策
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【次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの消毒液の作り方】
作る消毒液(ml)×作る消毒液濃度(%)÷原液濃度(%)＝必
要原液量(ml)
 例)5%次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑで.1%(1000ppm)濃度1000ml
作る場合の原液量(ml)
1000ml×0.1％（0.001)÷5％(0.05)＝20ml
６．アウトブレイク対策の落とし穴

　・ アウトブレイクと判明した時【時間,場所,人】から得られ
た情報をもとに対策を立てる。

　・ アウトブレイクは医療器具や医療従事者等を介する共
有や交差感染によるものが多い。特に医療ケア時の感
染対策の実施状況を確認する。

アウトブレイクの終息には，いかに標準予防策・感染経路
別予防策を徹底できるかがポイント。 
　・報告･指示系統が一本化できる体制を整える。
７．アウトブレイクを防ぐためにできること

  アウトブレイク時の対応に準じて平時より感染対策を実施
する。

・ 日常的にサーベイランスを実施

  発生時にいきなり実施は困難、日頃から多職種と役割分
担

・ 情報共有：加算要件だけでない月報、ﾗｳﾝﾄﾞなどの活用。
伝達による情報共有は成果が非効率

・ 職員教育：実践研修：机上研修より一体感がうまれ、意識
統一しやすい。清潔・不潔の感覚の統一が発展のカギ。
①飛沫予防策

・適切なマスク着用
・飛沫感染は接触感染もすることを意識して
 接触予防策の実施も教育する。

・手指消毒の塗り残しの確認
・手洗い後の汚染を確認
流水とせっけんの手洗いだけでなく、手指消毒の方法の
教育も必要。
③吐物処理研修ポイント

・吐物は想像以上に飛ぶことを伝えるため、模擬吐物に蛍
光塗料を入れて、実際に飛ばして行う。

・吐物処理セットの準備と配置、確認方法も決定
・嘔吐者に出会った時の対応。初動が大事。
・清潔不潔区域を分け、役割分担して処理する。
・処理方法は汚物が広がらないように、外側から内側に向
けて拭き取る。
・個人防護具も含めて密閉して廃棄する。
・終了後、手やしようしたPPEもブラックライトで確認する。
まとめ

　アウトブレイク対策は、組織全体で取り組む必要があ
る。アウトブレイクを防止するには早期に見つけることが最
も大切である。そのためには全職員がいつでもアウトブレ
イクが起こる可能性を認識してもらう意識づけが必要であ
り、平時から効果的な対策を検討しておく。アウトブレイク
を防いで医療機能体制を継続し、必要な患者に必要な
医療ケアが提供できるよう、 感染対策の実施も拡げましょ
う。
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②手指衛生
・方法だけでなく蛍光塗料を使用すると可視化で

き、教育効果が高い。

・手袋を外した後の汚染を確認




